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・市役所や警察等が電話でＡＴＭを操作させることはありません
・ＡＴＭで還付金は戻りません
・電話をしながらのＡＴＭ操作はやめましょう
・電話でお金の話が出たら詐欺を疑いましょう

【事件概要】
銀行員を騙る犯人は、
還付金を受け取るためすぐにＡＴＭで手続きしてほしい。

などと嘘を言って、被害者をＡＴＭへ誘導したが、利用客で
混雑していることを知ると、

イヤホンを使って通話する必要がある。
とイヤホンの購入とハンズフリー通話を指示して
「通話中のＡＴＭ利用者への声掛け」による
水際対策をすり抜けようとしたもの。

見極めポイント

『イヤホンで通話しながらＡＴＭを操作して』
と指示する犯人の狙いは・・・

銀行員や周りの人から声掛けさせないぞ

イヤホンからの指示に集中させて洗脳するぞ

犯人の思いどおりにさせないで！


